
様式（１）-①

都市再生整備計画

正蓮寺川
し ょ う れ ん じ が わ

周辺地区
し ゅ う へ ん ち く

（第
だ い

２期
き

）

令和６年１月

事業名 確認
都市構造再編集中支援事業 □

都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金） □

都市再生整備計画事業（防災・安全交付金） □

まちなかウォーカブル推進事業 ■



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 52.3 ha

令和 6 年度　～ 令和 10 年度 令和 6 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

一体型滞在快適性等向上事業及びまちなかウォーカブル推進事業の計画　※一体型滞在快適性等向上事業の場合もしくはまちなかウォーカブル推進事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
滞在快適性等向上区域の考え方

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ 令和５年度 令和10年度

％ 令和５年度 令和10年度

％ 令和５年度 令和10年度

地域間のアクセス向上による満足
度

公園・歩行者専用道や出入口の設置に伴い、対岸地域へのアク
セスに改善が図られたと思う人の割合（アンケート）

自転車歩行者専用道および歩行円滑化施設により、対岸地域へのアクセ
スの向上を図る。

5% 40%

にぎわい創出による満足度
公園・歩行者専用道や出入口の開設に伴い、にぎわいが創出さ
れたと思う人の割合（アンケート）

正蓮寺川の上部空間に人の流れを呼び込み、にぎわいの創出を図る。 1% 37%

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

景観向上の認識度
公園・歩行者専用道の開設に伴い、景観が改善されたと思う人の
割合（アンケート）

地域環境の改善のため、埋め立てられた河川の上部に、緑あふれる空間
の創出を図る。

3% 48%

阪神伝法駅を拠点とし、正蓮寺川（森巣橋・恩貴島橋間）を中心とした駅以南のエリアを滞在快適性等向上区域として設定し、景観に配慮した安全・快適な公園及び歩行者空間を確保するとともに、埋め立てた正蓮寺川の対岸地域へのアクセス向上と、休息や遊び、催
事等で利活用できる空間の整備によるにぎわい創出を図り、居心地の良いまちなかを創出する。

滞在快適性等向上区域での取組
　・環境改善を目的として、埋め立てた正蓮寺川の上部空間において、緑あふれる公園と安全・快適な連続した歩行者空間を一体的に整備する
　・歩行者と自転車の通行空間の分離を図る
　・公園・自転車歩行者道へ円滑かつ快適な人の移動のため、部分的にパラペットを撤去しスロープ・階段を設置することによって、人の流れを呼び込むだけでなく、北側または南側地域から対岸地域へのアクセス向上を図る
　・広場や休養施設等を公園内に整備することで、公園の利活用を促し、にぎわい創出を図る

大目標：街路・歩行円滑化施設・公園の一体整備による滞在性の向上
　目標１：正蓮寺川の水質悪化など地域の環境改善を図ることを目的として埋め立てた正蓮寺川の上部空間を有効利用し、景観に配慮した安全・快適な公園及び歩行者空間を確保する
　目標２：埋め立てた正蓮寺川の対岸地域へのアクセス向上を図る
　目標３：休息や遊び、催事等で利活用できる空間を整備し、にぎわい創出を図る

・正蓮寺川は昭和39年頃から、舟運の減少、河川水質の悪化、河川による地域の分断等などの理由により、広域避難用公園整備等を目的としての埋立要望があった。
・また、広域主要幹線道路網の形成や交通混雑の緩和の観点から、阪神高速湾岸線と都心北部地域とを直結し、東西都市軸を強化する自動車専用道路の整備の必要性が高まってきた。
・このような状況の中で、阪神高速道路淀川左岸線を正蓮寺川の河川内に整備するのにあわせて治水、利水など河川が持つ機能を将来も確保（地下河川）するとともに、河川空間を公園等として環境整備を行うため、正蓮寺川における総合的な整備（正蓮寺川総合整
備事業）を大阪府、大阪市、阪神高速道路公団（現：阪神高速道路㈱）の三者が主体となって進めてきた。
・平成14年度には、掘割構造の高速道路を覆蓋化することにより生まれる連続性のある上部空間において、周辺地域の居住区間向上と周辺市街地の活性化、防災性の向上等に資するため総合的な公園整備を行うとともに正蓮寺川沿いに分布する区役所等の公共施
設や広域避難地と周辺市街地を結ぶ歩行者専用道を整備する変更を実施した。
・平成25年度に公園整備についてワークショップおよびアンケートによる意見聴取を行い、基本計画を策定した。
・平成28年度より森巣橋上流区間の公園及び歩行者専用道の整備に着手し、平成30年度までに千鳥橋上流区間、令和３年度までに千鳥橋・森巣橋間の整備が完了した。
・今後は森巣橋下流区間において、公園及び歩行者専用道の整備を順次進めていく予定。

・河川水質の悪化など環境問題の改善を図る地域の取組みによって正蓮寺川の埋め立てが進められているが、その上部空間の利用は森巣橋上流区間にとどまっており、広域的なネットワークや景観の観点で課題がある。
・正蓮寺川の北側または南側地域から対岸地域へのアクセスは各旧橋梁のみであるため、アクセスの向上を図っていく必要がある。

①正蓮寺川総合整備事業（昭和60年度：協議会発足、平成3年度：基本協定締結）
　正蓮寺川における総合的な整備を関係する事業者（大阪府、大阪市、阪神高速道路㈱）で連携し、地域の環境改善を図るため、地域とも調整しながら、緑あふれ安全・快適な空間整備の実現に向け事業を進めていく。また、緑あふれる空間整備と並行して、出入口整
備を行うことにより、地域間のアクセスを向上させ分断の解消を図るとともに、防災性の向上（横断橋梁のみである南北の避難動線の増強）を図っていく。
②此花区将来ビジョン　令和３年３月
　此花区におけるまちづくりのめざす姿として、正蓮寺川歩行者専用道を含む正蓮寺川公園が順次整備されることを前提にまちづくりのビジョンを策定している。

都道府県名 大阪府 大阪市 正蓮寺川周辺地区（第２期）

計画期間 交付期間 10



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

【目標】：休息や遊び、イベント等で利活用できる空間を整備し、にぎわい創出を図る
　・広場や休養施設等を公園内に整備することで、公園の利活用を促し、にぎわい創出を図る

【基幹事業】公園

大目標：街路・歩行円滑化施設・公園の一体整備による滞在性の向上
　目標１：正蓮寺川の水質悪化など地域の環境改善を図ることを目的として埋め立てた正蓮寺川の上部空間を有効利用し、景観に配慮した安全・快適な公園及び歩行者空間を確保する
　目標２：埋め立てた正蓮寺川の対岸地域へのアクセス向上を図る
　目標３：休息や遊び、催事等で利活用できる空間を整備し、にぎわい創出を図る

方針に合致する主要な事業
【目標】正蓮寺川の水質悪化など地域の環境改善を図ることを目的として埋め立てられる正蓮寺川の上部空間を有効利用し、景観に配慮した安全・快適な
公園及び歩行者空間を確保する
　・環境改善を目的として、埋め立てられる正蓮寺川の上部空間において、緑あふれる公園と安全・快適な連続した歩行者空間を一体的に整備する
　・歩行者と自転車の通行空間の分離を図る

【基幹事業】公園
【基幹事業】道路（自転車歩行者専用道）

【目標】：埋め立てた正蓮寺川の対岸地域へのアクセス向上を図る
・公園・自転車歩行者道へ円滑かつ快適な人の移動のため、部分的にパラペットを撤去しスロープ・階段を設置することによって、人の流れを呼び込むだけ
でなく、北側または南側地域から対岸地域へのアクセス向上を図る

【基幹事業】道路（自転車歩行者専用道）
【基幹事業】高質空間形成施設（歩行円滑化施設）



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（まちなかウォーカブル推進事業） 様式（１）-④-４

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 大阪市 直 690ｍ 令和6年度 令和10年度 令和6年度 令和10年度 255.0 255.0 255.0 0.0 255.0 －

公園 大阪市 直 3.6ha 令和6年度 令和10年度 令和6年度 令和10年度 608.0 608.0 608.0 0.0 608.0 4.96

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 大阪市 直 3箇所 令和6年度 令和10年度 令和6年度 令和10年度 12.0 12.0 12.0 0.0 12.0 －

土地区画整理事業

市街地再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

街なみ環境整備事業

エリア価値向上整備事業

滞在環境整備事業

計画策定支援事業

合計 875 875 875 0 875 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 875

（参考）都市構造再編集中支援関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0

交付対象事業費 875 交付限度額 438 国費率 0.5

歩行円滑化施設（スロープ・階段）

既存建造物活用事業

事業
交付期間内事業期間

細項目
都市計画道路正蓮寺川歩行者専用道（自転車歩行者専用道）

都市計画緑地正蓮寺川公園

事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目
事業箇所名

地域創造
支援事業

事業主体 直／間事業

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

正蓮寺川周辺地区（第２期）（大阪府大阪市） 面積 52.3（41.4） ha 区域 此花区伝法１丁目、伝法２丁目、四貫島１丁目、朝日２丁目

【図面作成上の留意点】

・下図は都市計画総括図を使用すること。未都計の場合は、適宜下図を

作成すること。

・Ａ４横長であれば、縮尺は自由。ただし、必ずスケールバー・方位を記入

すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りし、地区名、区域面積を記入
すること。
・滞在快適性等向上区域を緑色太線縁取り、区域名、区域面積を記入す
ること。
・都市機能誘導区域を橙色点線縁取り、居住誘導区域を青色点線縁取り
すること。
・都市再生整備計画事業において、国の重要施策に合致するものとして
交付率の４５％への引き上げを活用する地区の場合、関連する区域の縁
取り及び凡例を記載すること。

・地区の相対的な位置関係が明確になるように、国道、高速道路、IC、鉄

道、鉄道駅、ランドマークとなるような施設（市役所、文化会館等）について

【記入要領】
・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部

・一体型滞在快適性等向上事業の場合は、「面積」欄に都市再生整備計画区域のうち、滞在快適性等向上区域

の面積をカッコ内に記載すること。

Ｎ
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都市再生整備計画区域

正蓮寺川周辺地区

（約52.3ha）

滞在快適性等向上区域

正蓮寺川周辺地区

（約41.4ha）

N

：鉄道（阪神なんば線）



景観向上の認識度 （　％　） 3% （令和５年度） → 48% （令和10年度）

地域間のアクセス向上による満足度 （　％　） 5% （令和５年度） → 40% （令和10年度）

にぎわい創出による満足度 （　％　） 1% （令和５年度） → 37% （令和10年度）

　正蓮寺川周辺地区（第２期）（大阪府大阪市）　整備方針概要図（まちなかウォーカブル推進事業）

目標

大目標：街路・歩行円滑化施設・公園の一体整備による滞在性の向上
　目標１：正蓮寺川の水質悪化など地域の環境改善を図ることを目的として埋め
立てた正蓮寺川の上部空間を有効利用し、景観に配慮した安全・快適な公園及
び歩行者空間を確保する
　目標２：埋め立てた正蓮寺川の対岸地域へのアクセス向上を図る
　目標３：休息や遊び、催事等で利活用できる空間を整備し、にぎわい創出を図る

代表的な
指標

様式（１）-⑦-４

都市再生整備計画区域
正蓮寺川周辺地区（約52.3ha）

滞在快適性等向上区域
正蓮寺川周辺地区（約41.4ha）

■歩行円滑化施設
（高質空間形成施設）

■自転車歩行者専用道
（道路整備）

■正蓮寺川公園
（公園整備）

：基幹事業

JR西九条駅

阪神電鉄
西九条駅

阪神電鉄
千鳥橋駅

阪神電鉄
伝法駅

千
鳥
橋

凡例

鉄道（JR）

地下鉄

鉄道（私鉄）


